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裁判所に提出した書類は、相手が見たり、コピーを取る可能性があります。 

□ 裁判所に「主張書面（言い分、意見などをまとめたもの）」や「資料（言い分を裏付

けるもの）」を提出する場合、裁判所提出用１通と相手交付用のコピー（相手の人数

分）、送付費用（切手）を納付していない場合は切手も提出してください。 

□ 相手交付用のコピーの提出がなくても、提出された書類は、相手から希望があると、

原則として、相手に書類を見せたり、コピーを取ることが認められます。 

裁判所に提出する書類に知られたくない情報が記載されていないかを確認して・提出

するのは、あなたです。 

□ 提出前に、書類に相手に知られたくない情報が含まれていないかをご自身で十分に確

認してください。例えば、住所を知らせたくない場合、または住所を推知させる、通

院先、通学先、金融機関の支店名などの情報が含まれていないかも、あわせて確認し

てください。 

□ 裁判所は提出のあった書類に、あなたの知られたくない情報が記載されているか否か

を確認いたしません。 

相手に知られたくない情報は、裁判所に提出しない。 

□ 相手に知られたくない情報はマスキングや黒塗りをしてさらにコピーしたものを提出

してください。 

やむを得ず相手に知られたくない情報が記載された書類を裁判所に提出する場合 

□ 提出する書類に「相手に知られるとあなたやお子さんの生命身体に危険が生じるなど

生活をする上で支障がある住所などの情報」がある場合、秘匿制度の利用・非開示希

望の申出ができます。詳細は裏面を確認してください。 

□ 秘匿決定申立書や非開示希望申出書を提出しても、必ずあなたの希望どおりに相手に

見せないという扱いにはならず、裁判所の判断により相手に見せる可能性があります。 

□ 非開示希望の申出は、提出する書類ごとに、「非開示希望申出書」に必要事項を記入し、

同申出書と当該書類をホッチキスなどで留めて一緒に提出してください。書類の一部

の情報について非開示を希望する場合には、その部分（推知情報の部分も含む）をマ

ーカーで色付けしてください。  

□ 非開示希望申出書は「事件ごと」「書類ごと」に提出する必要があります。 

□ 裁判官等の判断で非開示とならなかった場合でも、提出した書面は撤回できず、相手

に閲覧・謄写が認められることになります。 

裁判所に書類を提出される方へ 

（確認していただくこと） 

１ マイナンバー（個人番号）の記載がないこと 

２ 相手に知られたくない情報（秘匿住所・非開示希望情報）の記載がないこと 



 

 

 


